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時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は、当協会の運営に格別のご理解、ご協力を賜わり厚く御礼申しあげます。 

さて、皆さまご承知のとおり平成３０年６月に働き方改革関連法が成立し、平成３１年４月か

らは改正労働基準法が全産業を対象に施行され、トラックドライバーにつきましては、令和６年

４月から罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されます。長時間労働が常態化しているトラッ

ク運送業界は、早急に長時間労働是正の取り組みを推進しなければなりません。 

私どもトラック運送業界は、こうした取り組みを「受難」と捉えるのではなく、長らく続いた

荷主企業への隷属から脱却し、合法的な物流を徹底する「運び方改革」と位置付け、併せて「ホ

ワイト物流」「ホワイト経営」に積極的に取り組むことで、国民生活と産業活動を支えるトラッ

ク輸送を将来的にも安定的に供給していかなければなりません。 

こうした趣旨から、会員の皆さまに最新の情報提供をいたしたいと考え、標記セミナーを開催

することといたしました。 

つきましては、日常業務ご多忙とは存じますが、ぜひ多数のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

１．開 催 日  令和２年２月１０日(月) １４：００～１６：００（予定） 

 

２．開催場所  アートホテル大阪ベイタワー ４F アートグランドボールルーム（略図参照）  

大阪市港区弁天１－２－１  ℡.０６－６５７３－３１３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「働き方改革関連法」および「改正貨物自動車運送事業法」の概要について 

一般社団法人大阪府トラック協会 専務理事 滝口 敬介 

 

 
（２）「ホワイト物流」と「ホワイト経営」について 

近畿運輸局 自動車交通部 次長 後藤 浩之 様 

 

 
（３）事業承継について 

大阪府事業承継ネットワーク 承継コーディネーター 橋本 豊嗣 様 

（公益財団法人大阪産業局）                    

 

 



４．参 加 費     無 料 

 

５. 申込要領     別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、きたる１月２４日（金） 

までにＦＡＸ（０６－６９６５－４０３９）でお申込ください。 

 

６. 定  員     ５００名（定員になりしだい締め切ります!!） 

 

７. お問合せ      〒536-0014 大阪市城東区鴫野西２－１１－２ 

           一般社団法人 大阪府トラック協会「企業振興部」 

             ＴＥＬ（０６）６９６５－４０３６ 

             ＦＡＸ（０６）６９６５－４０３９ 

 

 

アートホテル大阪ベイタワー  〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1（ORC200 内） 

TEL.06-6577-1111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

企 業 振 興 部  行 

 

 

 

【留意事項】 １．先着順の受け付けとし、定員になりしだい締め切ります。 

         ２．セミナーの開催時間は全て予定です。当日の状況により多少前後 

する可能性があることをご承知おきください。 

 

 

 

事業者名                   ご担当者名           

 

所属支部              

 

     連 絡 先  ＴＥＬ（     ）－（     ）－（     ） 

ＦＡＸ（     ）－（     ）－（     ） 

 

 

ＦＡＸ ０６－６９６５－４０３９ 

 

開 催 日 内   容 出 席 人 数 

２月１０日（月） 「運び方改革」セミナー 名      


